
9 

 

           質     疑            回     答 

 

［視覚障害］ 

 

１．２歳児で、右眼球摘出による視力0、左

眼視力測定不能（瞳孔反応正常）の場合、

幼児の一般的な正常視力（0.5～0.6）をも

って左眼視力を推定し、６級に認定するこ

とは可能か。 

 

 

 

２．片眼の視力を全く失ったものでも、他眼

の矯正視力が 0.7 以上あれば視力障害には

該当しないが、片眼の視野が全く得られな

いことから、視野の 1/2 以上を欠くものと

して視野障害として認定できるか。 

 

３．視力、視野ともに認定基準には該当しな

いが、脳梗塞後遺症による両眼瞼下垂のた

め開眼が困難で、実効的視力が確保できな

い場合はどのように取り扱うのか。 

 

４．外眼筋麻痺等による斜視により、両眼視

が不可能な場合は、認定基準の「両眼を同

時に使用できない複視の場合は、非優位眼

の視力を 0 として取り扱う」との規定を準

用し、両眼視のできない複視と同様に捉え

て障害認定を行ってよいか。 

 

 

５．視野障害の認定について、次のような中

心視野の判断を要するような事例の判断に

ついて、 

 

ア．中心視野を含めた視野全体について、

 Ⅰ/2の視標のみを用いて測定した結果

 で申請が出ているが、どのように判断す

 べきか。 

 

 

 

 

乳幼児の視力は、成長につれて発達する

ものであり、この場合の推定視力は永続す

るものとは考えられず、６級として認定す

ることは適当ではない。 

障害の程度を判定することが可能となる

年齢（概ね満３歳）になってから、認定を

行うことが適当と考えられる。 

 

片眼の視力を全く失ったもので、他眼の

矯正視力が 0.7 以上ある場合、視覚障害の

認定の有無、程度は、他眼の視野の状態に

より異なるため、通常の流れで視野検査を

行い評価する必要がある。 

 

眼瞼下垂をもって視覚障害と認定するこ

とは適当ではない。 

 

 

 

これは、眼筋麻痺等によって、片眼を遮

閉しないと生活ができない程度の複視の場

合に適用される。両眼視のできない場合を、

全て複視と同様に扱うことは適当ではな

い。明らかな眼位の異常があっても両眼複

視を自覚しない場合にはこれらに該当しな

い。 

 

 

 

 

 

ア．視野障害の申請には、視野図の添付

が必要である。Ⅰ/4 の視標での周辺視

野の測定結果の記載も不可欠であり、

Ⅰ/2 の視標による計測結果のみをもっ

て判断することは適当ではない。 
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           質     疑    回     答 

イ．矯正視力が右0.7、左0.3のもので、Ⅰ

/4の視標を用いた周辺視野角度の総和

が左右眼それぞれ80度以下あるが、Ⅰ/2

の視標では視標そのものが見えず、両眼

中心視野角度が0度となる場合は、視野

障害２級として認定して差し支えない

か。 

 

ウ．ゴールドマン型視野計と自動視野計の

両方の測定結果を組み合わせて判定を行

ってもよいか。 

 

 

 

 

 

 

 

７．ゴールドマン型視野計のⅠ/4 視標、又は

両眼開放エスターマンテストが正常範囲

であっても、両眼中心視野角度又は両眼中

心視野視認点数（10-2 プログラム）に異

常があった場合、等級判定を行ってよい

か。 

 

 

 

８．ゴールドマン型視野計で周辺視野角度の

総和が左右眼それぞれ 80 度以下とは、ど

のように算出すればよいか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．Ⅰ/4 の視標による周辺視野角度の総

和が左右眼それぞれ 80 度以下であり、

中心視野についてⅠ/2 の視標を用いて

測定した場合の両眼中心視野角度が 0

度であれば、中心視力があっても２級

として認定することが適当と考えられ

る。 

 

ウ．ゴールドマン型視野計と自動視野計

の測定結果を混在して評価に使用する

ことはできない。それぞれの視野計の

みの結果を用い判定を行う必要があ

る。ただし、どちらの視野計を用いる

かは診断医の判断による。また、自動

視野計において等級判定上信頼性のあ

る測定が困難な場合は、ゴールドマン

型視野計で評価する。 

 

ゴールドマン型視野計では、Ⅰ/4 視標に

異常がなくとも、Ⅰ/2 視標による両眼中心

視野角度が 56度以下であれば５級と判定さ

れる。自動視野計では、両眼開放エスター

マンテストに異常がなくても、10-2 プログ

ラムにおける両眼中心視野視認点数が 40点

以下であれば５級と判定される。 

 

 

ゴールドマン型視野計を用いる場合は、 

Ⅰ/4 の視標による 8 方向の周辺視野角度の

総和が左右とも 80度以下であるかどうかを

判定する。その際には 8 方向の周辺視野角

度はⅠ/4 視標が視認できない部分を除いて

算出する。（下図） 
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           質     疑            回     答 

９．ゴールドマン型視野計でⅠ/2 視標による

8 方向の中心視野角度の総和を左右眼そ

れぞれ求める時、中心暗点、傍中心暗点が

存在する場合、中心視野が固視点を含まず

に偏心している場合の計算はどのように

行うか。 

 

10．視野検査の結果は、必要事項を診断書に

記載すればよいのか。 

 

 

 

 

 

8 方向の中心視野角度は、Ⅰ/2 視標が視

認できない部分を除いて算出する（下図）。

Ⅰ/2視標で中心10度以内に視野が存在しな

い場合は、中心視野角度の総和は 0 度とし

て取り扱う。 

 

 

ゴールドマン型視野計、自動視野計のい

ずれを用いた場合も視野図を診断書に添付

する必要がある。ゴールドマン型視野計を

用いた視野図を添付する場合には、どのイ

ソプタがⅠ/4 の視標によるものか、Ⅰ/2 の

視標によるものかを明確に区別できるよう

に記載する。 

 

図 

周辺視野角度、中心視野角度の算出方法 

周辺視野角度は I/4 の視標、中心視野角度

は I/2 の視標を用いる。 

 

 

 
 

8 方向の経線（上・内上・内・内下・下・外

下・外・外上）とイソプタとの交点の角度を

視野角度とし、その合計を視野角度の総和と

する。 

(7+7+7+7+7+8+9+8)=60(度) 

 

 

視野角度の総和の算出方法 
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           質     疑            回     答 

 

 

 

 

            

 

 

 
中心暗点が存在する場合は、各経線とイソ

プタとの交点の角度から、暗点と重なる部

分の角度を差し引いて視野角度とし、その

合計を視野角度の総和とする。 

(10-3)+(11-3)+(12-3)+(11-3)+ 

(10-3)+(10-3)+(10-3)+(10-3)=60(度) 

 

 

 

 

 

傍中心暗点が存在する場合は、各経線とイ

ソプタとの交点の角度から、暗点と重なる

部分の角度を差し引いて視野角度とし、そ

の合計を視野角度の総和とする。 

7+7+7+7+7+(8-5)+(9-3)+8=52(度) 

 

 

中心暗点が存在する場合 

傍中心暗点が存在する場合 
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           質     疑            回     答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イソプタが、固視点を含まずに偏心してい

る場合、イソプタが経線と重なる部分を視

野角度とし、その合計を視野角度の総和と

する。 

0+0+0+0+0+5+6+6=17(度) 

固視点を含まずに偏心している場合 
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           質     疑            回     答 

 

[聴覚・平衡機能障害] 

 

 

 

１．満３歳未満の乳幼児に係る認定で、ＡＢ

Ｒ（聴性脳幹反応検査）等の検査結果を添

えて両側耳感音性難聴として申請した場

合であっても、純音検査が可能となる概ね

満３歳時以降を待って認定することにな

るのか。 

 

 

 

 

 乳幼児の認定においては、慎重な対応が

必要である。聴力についてはオージオメー

タによる測定方法を主体としているが、そ

れができず、ＡＢＲ等による客観的な判定

が可能な場合については、純音聴力検査が

可能となる年齢になった時点で将来再認定

することを指導した上で、現時点で将来的

に残存すると予想される障害の程度をもっ

て認定することが可能である。 

 

２．老人性難聴のある高齢者に対する認定に

ついては、どのように考えるべきか。 

 

 

 

 

 

 

 高齢者の難聴については、単に聴力レベ

ルの問題以外に、言葉が聞き分けられない

などの要因が関与している可能性があり、

こうした場合は認定に際して困難を伴うこ

とから、初度の認定を厳密に行う必要があ

る。また、必要に応じて将来再認定の指導

をする場合もあり得る。  

 

３．聴覚障害の認定において、気導聴力の測

定は必須であるが、骨導聴力の測定も実施

する必要があるのか。 

 

 

 

 聴力レベルの測定には、一般的には気導

聴力の測定をもって足りるが、診断書の内

容には障害の種類を記入するのが通例であ

り、障害の種類によっては骨導聴力の測定

が必要不可欠となる場合もある。 

 

４．人工内耳埋め込み術後の一定の訓練によ

って、ある程度のコミュニケーション能力

が獲得された場合、補聴器と同様に人工内

耳の電源を切った状態で認定できると考

えてよいか。 

 

 認定可能であるが、人工内耳の埋め込み

術前の聴力レベルが明らかであれば、その

検査データをもって認定することも可能で

ある。 

 

 

５．オージオメータによる検査では、100dB

の音が聞き取れないものは、105dB として

算定することとなっている。一方、平成 

 12 年改正のＪＩＳ規格に適合するオージ

オメータでは 120dB まで測定可能である 

 

 平均聴力レベルの算式においては、ａ、

ｂ、ｃのいずれの周波数においても、100dB

以上の音が聞き取れないものについては、 

120dB まで測定できたとしてもすべて 105dB

として計算することとなる。 
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           質     疑            回     答 

が、この場合、120dB の音が聞き取れない

ものについては、当該値を 125dB として算

定することになるのか。 

使用する検査機器等によって、等級判定

に差が生じないよう配慮する必要がある。 

 

 

６．語音明瞭度の測定においては、両耳によ

る普通話声の最良の語音明瞭度をもって

測定することとなっているが、具体的には

どのように取り扱うのか。 

 

 

 

 純音による平均聴力レベルの測定におい

ては、左右別々に測定し、低い方の値をも

って認定することが適当である。 

 語音明瞭度の測定においても、左右別々

に測定した後、高い方の値をもって認定す

るのが一般的である。 

 

７．「ろうあ」は、重複する障害として１級

になると考えてよいか。 

 

 

 

 

 先天性ろうあ等の場合で、聴覚障害２級

（両耳全ろう）と言語機能障害３級（音声

言語による意思疎通ができないもの）に該

当する場合は、合計指数により１級として

認定することが適当である。 

 

８．認定要領中、「聴覚障害に係る身体障害

者手帳を所持しない者に対し、２級を診断

する場合、聴性脳幹反応等の他覚的聴覚検

査又はそれに相当する検査を実施」とある

が、 

 ア．過去に取得歴があり、検査時に所持し

ていない場合はどのように取り扱うの

か。 

 イ．それに相当する検査とはどのような検

査か。 

 

ア．過去に取得歴があっても検査時に所持

していない場合は、他覚的聴覚検査等を

実施されたい。 

イ．遅延側音検査、ロンバールテスト、ス

テンゲルテスト等を想定している。 

 

 

９．脊髄性小脳変性症など、基本的に四肢体

幹に器質的な異常がないにもかかわらず、

歩行機能障害を伴う障害の場合は、平衡機

能障害として認定することとされている

が、脳梗塞、脳血栓等を原因とした小脳部

位に起因する運動失調障害についても、そ

の障害が永続する場合には同様の取扱い

とするべきか。 

 

 

 

 同様に取り扱うことが適当である。 

 脊髄小脳変性症に限らず、脳梗塞等によ

る運動失調障害による場合であっても、平

衡機能障害よりも重度の四肢体幹の機能障

害が生じた場合は、肢体不自由の認定基準

をもって認定することはあり得る。 
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           質     疑            回     答 

１０．小脳全摘術後の平衡機能障害（３級）

で手帳を所持している者が、その後脳梗塞

で著しい片麻痺となった。基本的に平衡機

能障害と肢体不自由は重複認定できない

ため、このように後発の障害によって明ら

かに障害が重度化した場合、どちらか一方

の障害のみでは適切な等級判定をするこ

とができない。 

  このような場合は両障害を肢体不自由

の中で総合的に判断して等級決定し、手帳

再交付時には手帳名を「上下肢機能障害」

と記載して、「平衡機能障害」は削除すべ

きと考えるがいかがか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平衡機能障害は、器質的な四肢体幹の機

能障害では認定しきれない他覚的な歩行障

害を対象としていることから、肢体不自由

との重複認定はしないのが原則である。 

 しかしながらこのような事例において

は、歩行機能の障害の基礎にある「平衡機

能障害＋下肢機能障害」の状態を、「下肢

機能障害（肢体不自由）」として総合的に

等級を判定し、「上肢機能障害（肢体不自

由）」の等級指数との合計指数によって総

合等級を決定することはあり得る。 

 このように総合的等級判定がなされる場

合には、手帳の障害名には「平衡機能障害」

と「上下肢機能障害」の両方を併記するこ

とが適当である。 
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           質     疑            回     答 

 

[音声・言語・そしゃく機能障害] 

 

 

 

１．「ろうあ」に関する認定で、聴覚障害と

しては 100dB の全ろうで、言語機能障害と

しては「手話、口話又は筆談では意思の疎

通が図れるが、音声言語での会話では家族

や肉親でさえ通じないもの」に該当する場

合、どのように認定するのか。 

 

 聴覚障害２級と言語機能障害３級（喪失）

との重複障害により、指数合算して１級と

認定することが適当である。  

 

 

 

 

２．アルツハイマー病で、疾病の進行により

神経学的所見がないにも係わらず、日常生

活動作が全部不能となっているケースを

身体障害者として認定してよいか。 

  又、アルツハイマー病による脳萎縮が著

明で、音声・言語による意思疎通ができな

いものは、脳血管障害による失語症と同等

と見なし、音声・言語機能障害として認定

してよいか。 

 

 アルツハイマー病に限らず、老人性痴呆

症候群は、精神機能の全般的衰退によるも

のであって、言語中枢神経又は発声・発語

器官の障害ではないことから、これらに起

因する日常生活動作の不能の状態や意思疎

通のできない状態をもって、音声・言語機

能障害と認定することは適当ではない。 

 

 

 

３．音声・言語機能障害に関して、 

ア．筋萎縮性側索硬化症あるいは進行性筋

ジストロフィー等の疾病により気管切

開し、人工呼吸器を常時装着しているた

めに発声不能となっている者について、

音声機能の喪失としても認定できるか。

（本症例はすでに呼吸器機能障害とし

て認定されている。） 

イ．事故により肺活量が低下し、気管切開

してカニューレ挿入している者で、将来

とも閉鎖できないと予想される場合に

ついては、音声機能の喪失等として認定

できるか。 

 

ア．筋萎縮性側索硬化症の患者の場合、呼

吸筋の麻痺が完全なものであれば、喉頭

筋麻痺の有無にかかわらず、発声の基礎

になる呼気の発生ができないので、喉頭

は無機能に等しい。したがって、音声機

能障害の３級として認定することも可能

である。 

イ．喉頭や構音器官の障害又は形態異常が

認められず、中枢性疾患によるものでも

ないため、気管切開の状態のみをもって

音声機能障害又は呼吸器機能障害として

認定することは適当ではない。 

 

４．食道閉鎖症により、食道再建術・噴門形

成術を行ったもので、経管栄養は行ってい

ないが、誤嚥による肺炎を頻発している場

合は、著しいそしゃく・嚥下機能障害とし 

 

 本症例は、食道の機能障害であることか

ら、そしゃく・嚥下機能障害として認定す

ることは適当ではない。 
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           質     疑            回     答 

て認定できるか。  

 

５．認定基準及び認定要領中、音声機能障害、

言語機能障害、そしゃく機能障害について

は、各障害が重複する場合は指数合算によ

る等級決定（重複認定）はしないこととな

っているが、 

ア．手帳における障害名の記載に関して

は、障害名の併記は可能と考えてよい

か。 

イ．また、下顎腫瘍切除術後による「そし

ゃく機能の著しい障害」(４級)と大脳言

語野の病変による「言語機能障害（失語

症）」（３級）の合併などの場合は、障

害部位が同一ではないことから、指数合

算して重複認定（２級）することが必要

となる場合もあり得ると考えるが、この

ような取扱いは可能か。 

 

 

６．３歳時に知的障害の診断を受けている。

音声模倣は明瞭な発声で行うことができ

るが、意味のある言語を発する事はできな

い。したがって、家族との音声言語による

意志疎通が著しく困難である。この場合、

言語機能の喪失として認定してよいか。 

 

いずれも可能と考えられる。 

 認定基準等においては、舌切除等に伴う

舌機能廃絶によって構音障害及びそしゃく

・嚥下機能障害を同時にきたす場合など、

同一疾患、同一障害部位に対して、異なる

障害区分から判定したそれぞれの指数を合

算して重複認定することは適当ではないと

の原則を示したもので、一般的にはより重

度と判定された障害区分の等級をもって認

定することを意味している。 

 しかしながら、この事例のように障害部

位や疾患が異なり（そしゃく嚥下器官の障

害と言語中枢の障害）、どちらか一方の障

害をもって等級決定することが明らかに本

人の不利益となる場合には、指数合算を要

する重複障害として総合的に等級決定する

ことはあり得る。 

  

言語機能の障害について、明らかに知的

障害に起因した言語発達遅滞と認められる

場合は、言語機能の障害として認定するこ

とは適当ではない。 

 このため、必要に応じて発達上の障害の

判定に十分な経験を有する医師に対し、こ

れが知的障害に起因する言語発達遅滞によ

るものか、また、失語症や構音機能の障害

等によるものと考えられるかの診断を求

め、それに基づき適切に判断されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


